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仁淀川町

（金抜）

令和８年度 林道改良事業 仁淀川町林道橋梁点検診断委託業務  実施設計書

　　　高知県　吾川郡仁淀川町  全域

林道種別 自動車道第２種３級 幅員 3.0 m

施行主体 仁淀川町

履行期限 令和 9年 2月28日 金抜設計書

  設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、
｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更
の協議を行うものとする。

令和 8年 6月 1日 積算単価適用
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委託概要 起工又は変更理由

　橋梁点検診断業務(初回点検)　１式　N=1.0橋

　橋梁点検診断業務(2巡目以降点検)　１式　N=43.0橋

　橋梁点検車　N=16.0日

　交通誘導警備員Ｂ　N=32.0人

FROM TO

整理番号 - -
図面番号 - -



務経験が通算２箇年以上ある者で、（業務に該当する資格※）の登録を受けた技術者又は

 第 1 章総則 これと同等の能力と経験を有する技術者（森林土木部門の職務に従事した期間が 8 年以

（適用） 上ある者。）を管理技術者とすることができる。
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特　記　仕　様　書

仁淀川町林道橋定期点検業務特記仕様書 のみである場合は、林道の設計業務について専門的な知識及び技術を有し、かつ、その実

術基準」、「林道施設長寿命化対策マニュアル」及びこれらに関連する図書等によるもの ４ 受注者又は管理技術者は、屋外における本業務に際して使用人等に適宜安全対策、環

とする。 境対策、衛生管理、受注者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うと

ともに、本業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。

 第 1 条本特記仕様書は、仁淀川町（以下「発注者」という。）が実施する簡易な林道橋 ※業務に該当する資格は、林業技士等をいう。

定期点検業務（以下「本業務」という。）に適用するものとする。 ３ 管理技術者は、監督職員が指示する関連のある本業務の受注者と十分に協議のうえ、

２ 業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるもののほか、「林道規程」、「林道技 相互に協力し、業務を実施しなければならない。

受注者の負担において備えるものとする。 (1) 橋梁関係の技術的経験者又は森林土木（林道）に係る調査・設計等の経験を有する者

２ 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合には、監督職員に書面によ 。

り報告し、その指示を受けなければならない。 (2) 25ｍ以上の林道橋においては、以下のいずれかの橋梁に対する一定の専門性を有する

（設計図書の支給及び点検）

第 2 条 受注者からの要求があった場合で、監督職員が必要と認めた場合は、受注者に図 （橋梁点検者）

面の原図を貸与する。ただし、各種基準、参考図書等市販等されているものについては、  第 5 条定期点検を実施する者は、以下の能力と実務経験を有する者が行うこととする。

（受注者の義務）  ・橋梁の点検に関する技術と実務経験を有する者

 第 3 条受注者は、契約の履行に当たって本業務の意図及び目的を十分に理解し、高度な

技術を発揮するよう努めなければならない。

３ 監督職員は、必要と認めた場合には、受注者に対し、図面又は詳細図面等を無償で貸 者とすること。（林道施設長寿命化対策マニュアル参照）

与又は追加支給するものとする。  ・橋梁に関する相応の資格又は実務経験を有する者

 ・橋梁の設計、施工、管理に関する専門知識を有する者

ければならない。 注者が打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。

２ 管理技術者は、技術士（鋼構造及びコンクリート部門）、シビルコンサルティングマ ２ 管理技術者等と監督職員は、本業務を適正かつ円滑に実施するため着手時及び設計図

ネージャー（鋼構造及びコンクリート部門）のいずれかの資格を有する者又は、これと同 書で定める業務の区切りにおいて打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面

（打合せ協議）

（管理技術者） 第 6 条 本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者等と監督職員は密接な連絡を

 第 4 条管理技術者は、契約図書等に基づき、本業務の技術上の管理及び統括等を行わな とり、業務の方針及び条件等の疑義を解明するものとし、その内容についてはその都度受

なお、業務の範囲が、構造物設計、橋梁及びトンネル等の重要構造物の設計を伴わない林

道の設計及び図面の作成（構造物図、用地図、潰地図等及び法令関係図の作成を除く。） （貸与品等の貸与及び返還）

等の能力と経験を有する技術者（大学卒 18 年（短大・高専卒 23 年、高校卒 28 年）以 （打合せ簿）に記録し相互に確認しなければならない。

上相当の能力と経験を有する者をいう。）であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保でき ３ 管理技術者等は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに

れば可）でなければならない。 監督職員と協議しなければならない。
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（１）林道台帳 職員に報告し指示を受けなければならない。

（２）橋梁調書 ２ 受注者は、本業務実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物

（３）前期の定期点検調査帳票及び個別施設計画書（電子媒体を含む）【初回の定期点検 を一時使用する場合には、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職

特　記　仕　様　書

 第 7 条監督職員は、設計図書で貸与と定めた点検機械器具、図書及びその他関係資料（ る場合には、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち本業務が円滑に進捗するように努め

以下「貸与品等」という）を、受注者に貸与するものとする。 なければならない。

【貸与品の一例】 なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督

３ 受注者は、貸与品等を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷 。

した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。 ３ 受注者は、前項の場合において損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書

４ 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはなら に示すほか監督職員と協議により定めるものとする。

時は除く】 員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。

２ 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合には、ただちに監督職員に返還しなけれ なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者又は占有者の許可は発注者が得

ばならない。 るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者は、これに協力しなければならない

第 8 条 定期点検の実施に当たっては、「林道施設長寿命化対策マニュアル」（平成 28 に返戻しなければならない。

 年 3 月 林野庁整備課）（以下、「対策マニュアル」という。）を参考に本仕様書によ

り実施する。なお、現場着手前に点検範囲や方法について、監督職員と十分協議すること （関係官公庁への手続き等）

ない。 ４ 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、必要に応じて身分証明書交付願を

発注者に提出し身分証明書の交付を受け、土地への立入りに際しては、これを常に携帯し

（定期点検の実施） なければならない。なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内に身分証明書を発注者

本とするが、点検方法や使用機材の変更が必要になる場合には監督職員と協議すること。 ２ 受注者は、関係官公庁等から交渉を求められた場合には、遅滞なくその旨を監督職員

４ 定期点検の実施に当たっては、足場等を十分確認のうえ、転落事故等の内容十分に配 に報告し協議しなければならない。

慮しなければならない。特に点検箇所が危険と見なされる場合には監督職員と協議するこ

。 第 11 条 受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続き

２ 定期点検の実施に当たっては、現地踏査を行い、実施計画書を作成する。 の際に協力しなければならない。また受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に

３ 定期点検は、地上からもしくは梯子等の簡易な機材を使用しての目視によることを基 対する諸手続きが必要な場合には、速やかに行わなければならない。

第 9 条 受注者は、関係法規を遵守し、常に適切な現場管理を行わなければならない。 に当たり受注者は、地元関係者に誠意をもって接しなければならない。

２ 受注者は、作業の安全を図るとともに第三者に迷惑を及ぼさないよう努めなければな ２ 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たって、地元関係者からの質問、疑義に関す

らない。 る説明等を求められた場合には、監督職員の承諾を得て行うものとし、地元関係者との間

と。 （地元関係者との交渉等）

第 12 条 地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、受

（現場管理） 注者は、監督職員の指示がある場合には、これに協力しなければならない。これらの交渉

に紛争が生じないように努めなければならない。

（土地への立入り等） ３ 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により受注者が行うべき地元関

第 10 条 受注者は、屋外で行う本業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入 係者への説明、交渉等については、交渉等の内容を書面で随時、監督職員に報告し、指示
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特　記　仕　様　書

があればそれに従わなければならない。 ５ 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働

５ 受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた  (1) 伐採した立木等を処分する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の

場合には、監督職員の指示に基づいて変更しなければならない。 指導に従い必要な措置を講じなければならない。

なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。  (2) 使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止し

４ 受注者は、本業務の実施中に発注者が地元協議等を行う場合には、設計図書に定める 安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。

ところにより、地元協議等に立会いするとともに、説明資料及び記録を作成しなければな ６ 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事

らない。 項を厳守しなければならない。

て、受注者は、これを再委託することはできない。 ７ 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守すると

２ 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計画処理、トレース、資料整理、模型製 ともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。

作などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。 ８ 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自

なければならない。

（再委託）  (3) ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁

第 13 条 本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断につい 止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

にしておくとともに、協力者に対し本業務の実施について適切な指導、管理のもとに本業 告するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を速やかに提出し、監督職員

務を実施しなければならない。なお、協力者が、測量・建設コンサルタント等契約競争参 から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

加資格者である場合は、指名停止期間中に再委託してはならない。

３ 受注者は、前２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なけ 然災害に対しては、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立するとともに、

ればならない。 災害発生時においては、安全の確保に努めなければならない。

４ 受注者は、本業務を再委託に付する場合には、書面により協力者との契約関係を明確 ９ 受注者は、屋外で行う本業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報

橋に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得るため、定期点検を行うものである。

（安全等の確保）

第 15 条 受注者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握  第 2 節定期点検の区分

 第 2 章業務内容 第 1 節 業務の目的

（守秘義務） （業務目的）

第 14 条 受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者にもらしてはならない。 第 16 条 本業務は、仁淀川町管内における林道橋の損傷及び変状を早期に発見し、林道

３ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には地方自治体、所轄警察署、林道管理者、

鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係機関と緊密な連絡を取り、本業務実施  第 3 節計画準備

中の安全を確保しなければならない。 （計画準備）

し、適正な労働条件を確保しなければならない。 （定期点検の区分）

２ 受注者は、屋外で行う本業務に際しては、本業務関係者だけにとどまらず、付近住民 第 17 条 林道橋の定期点検は、定期点検の予防保全型ならびに一般管理型の区分（対策

、通行者、通行車両等の第三者の安全確保にも努めなければならない。  マニュアル P．9第 2 節参照）をせずに行うものとする。

４ 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安 第 18 条 計画準備は、業務計画書作成、現地踏査、実施計画書作成、部材番号図の作成

全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 、関係機関との協議資料作成等を行う｡（対策マニュアル P．7 第 1 節参照）



特　記　仕　様　書

 (9) 安全管理計画（交通規制を含む）

（業務計画書の作成）  (10) 環境対策

第 19 条 受注者は業務計画書を作成し、監督職員に提出する。業務計画書には次の事項  (11) 連絡体制（緊急時含む）
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 (3) 調査等業務工程 第 22 条 部材番号図は、記録の下地となる部材番号を設定し、主桁、横桁、床版、下部

 (4) 調査等業務組織計画 構造、支承部について、径間毎に作成する。

 (5) 打合せ計画

を記載する。  (12) その他監督職員が必要と認めたもの

 (1) 調査等業務概要

 (2) 実施方針 （部材番号図の作成）

 (9) 連絡体制（緊急時を含む）

 (10) その他監督職員が必要と認めたもの  第 4 節現地点検

（現地点検）

 (6) 成果品の内容、部数 （関係機関協議書の作成）

 (7) 使用する主な基準及び図書 第 23 条 定期点検を実施するため、関係機関（河川管理者等）との協議に必要な資料の

 (8) 使用機械の種類、名称及び性能 収集及び協議書の作成を行う｡

況を調査して記録（写真撮影含む）し、実施計画書作成に必要な情報を得るものとする。 実施しなければならない。

２ 点検項目は鋼部材の腐食、亀裂、破断、その他、コンクリート部材のひびわれ、床版

（実施計画書の作成） ひびわれ、その他、支承の機能障害を標準とする。点検項目以外の部材や損傷であっても

（現地踏査） 第 24 条 現地点検は、近接目視により行うものとする。（対策マニュアル P．12  第 4

第 20 条 現地点検に先立って現地踏査を行い，林道橋の変状（劣化・損傷等）程度を把  節参照）また、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用して行う。なお、対象

握する他，林道橋の立地環境，交通状況，交通規制の要否，近接手段等について現場の概 林道橋毎に必要な情報が得られるよう、点検する部位、部材に応じて、次の項目の点検を

（対策マニュアルP．7 第 1 節参照） 第 25 条 現況写真は、対象林道橋の全景写真を径間毎に撮影し記録する。

 (1) 業務内容

 (2) 対象林道橋位置図 （損傷調査）

第 21 条 受注者は、現地踏査による調査記録を含め作業上必要な資料収集をした上、実 、損傷が大規模な場合は点検を行うものとする。

施計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。また、実施計画書には次の事項を記

載するものとする。 （現況写真の撮影）

 (6) 実施工程表 （野帳記入）

 (7) 仮設備計画 第 27 条 野帳記入は、対象林道橋の損傷状況を調査し、健全性の評価に必要な情報を記

 (8) 使用建設機械 録する。

 (3) 現地踏査の調査記録 第 26 条 損傷調査は、対象林道橋の損傷状況を調査し、健全性の評価に必要な情報を把

 (4) 業務実施方針〔定期点検方法〕 握する。

 (5) 実施体制



（損傷写真の撮影）  

第 28 条 損傷写真は、損傷調査で把握された代表的な損傷の写真を標準の点検項目、部  

材毎(主桁、横桁、床版、支承、その他)に撮影し記録する。また、点検項目以外の部材や  
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特　記　仕　様　書

 

（定期点検調査帳票の作成）  

第 29 条 定期点検調査帳票は、対策マニュアル（付録－4 点検結果記入要領）を参照し  

て作成する。  

損傷であっても、損傷が大規模な場合は撮影する。  

 

 第 5 節定期点検調査帳票の作成  

 

（健全性の評価）  

第 31 条 健全性の評価は、部材単位ならびに橋単位で行うものとする。部材単位の評価  

 

（損傷写真の整理）  

第 30 条 損傷写真の整理は、把握された代表的な損傷の写真などを径間毎に整理する。  

（定期点検調査帳票の記入）  

第 32 条 定期点検調査帳票の記入は、点検により確認した損傷状況を記入することとし  

、主桁、横桁、床版、下部構造、支承部について、健全度の評価結果などを記入する。  

は，対策マニュアル表 2-10 の健全性の判定区分を、橋単位の評価は，対策マニュアル（  

10-1 部材単位の健全性の診断）を参照し、行うものとする。  

 

 第 6 節報告書の作成  

 （報告書の作成）  

第 33 条 本業務の成果として、作成した資料の取りまとめを行う。  

２ 定期点検調査帳票は、林道橋定期点検(簡易型) 点検調査帳票に橋梁諸元と総合検査結  

果、現地状況写真、部材番号図、損傷写真台帳、点検帳票を記入する。  

 

（１）報告書（電子媒体を含む）  

（２）上記のほか、監督職員の指示したもの（電子媒体を含む）  

 

（成果品の提出）  

第 34 条 本業務の成果品は、次のものを提出するものとする。  
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

測量設計費     
 

   

 
 

    

 

    

森林整備計画作成等業務     
 

   

    

 

  林道橋定期点検    

    林道橋定期点検(初回点検)    

   

    

 

      打合せ協議    

        打合せ協議    
明細表  第1号

式 1  

    

 

      計画準備    

        計画準備    
明細表  第2号

式 1  

    

 

      現地点検    
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

        現地点検    
明細表  第3号

式 1  

    

 

      成果品納入    

        報告書の作成    
明細表  第4号

式 1  

    

 

    林道橋定期点検(2巡目以降)    

      計画準備    

   

明細表  第5号
式 1   

 

        計画準備    

      現地点検    

   

明細表  第6号
式 1   

 

        現地点検    

      成果品納入    

   

明細表  第7号
式 1   

 

        報告書の作成    
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

    直接経費    

   

明細表  第8号
式 1   

 

        橋梁点検車    

        交通誘導員    
明細表  第9号

式 1  

 
 

    

 

直接原価    

  その他原価     
 

式 1  

 
 

    

 

業務原価計    

  一般管理費等     
 

式 1  

 
 

    

 

森林整備計画作成等業務価格    
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委　託　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

委託業務価格     
 

   

 
 

    

 

消費税相当額    

合計     
 

    



摘    要

打合せ協議   
着手時･中間1回･納入時 単価表  第 1 号 

業務

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　1号 明細表
打合せ協議

1.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

計画準備(初回点検)   
 単価表  第 2 号 

橋

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
計画準備

1.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

現地点検(初回点検)   
 単価表  第 3 号 

橋

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
現地点検

1.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

報告書作成(初回点検)   
 単価表  第 4 号 

橋

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
報告書の作成

1.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

計画準備(2巡目以降)   
 単価表  第 5 号 

橋

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　5号 明細表
計画準備

43.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

現地点検(2巡目以降)   
4mを超え5m以下 単価表  第 6 号 

橋

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　6号 明細表
現地点検

5mを超え10m以下 単価表  第 7 号 
橋 13.0  

2.0  

現地点検(2巡目以降)   

単価表  第 9 号 
橋 4.0  

現地点検(2巡目以降)   
15mを超え20m以下

現地点検(2巡目以降)   
10mを超え15m以下 単価表  第 8 号 

橋 14.0  

単価表  第 11 号 
橋 3.0  

現地点検(2巡目以降)   
30mを超え50m以下

現地点検(2巡目以降)   
20mを超え30m以下 単価表  第 10 号 

橋 7.0  

    

     
 

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

報告書作成(2巡目以降)   
 単価表  第 12 号 

橋

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　7号 明細表
報告書の作成

43.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

橋梁点検車   
 単価表  第 13 号 

日

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　8号 明細表
橋梁点検車

16.0  

1　式　　　　当り

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  

    

  

     
 

     
 

  



摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B 単価表  第 14 号 

人

 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　9号 明細表
交通誘導員

32.0  

1　式　　　　当り
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単価表　第　1号 打合せ協議 単価表 （          1     ）

主任技師
 人 1.00 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 業務 当り
金額： 内容：着手時･中間1回･納入時

（          1    業務　当り 　　）

技師(C)
 人 0.50 人件費

技師(B)
 人 1.50 人件費
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単価表　第　2号 計画準備(初回点検) 単価表 （         10     ）

主任技師
 人 2.90 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容： 

技師(B)
 人 2.90 人件費

技師(A)
 人 1.40 人件費

技術員
 人 2.90 人件費

技師(C)
 人 4.30 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　3号 現地点検(初回点検) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 7.50 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容： 

技術員
 人 7.50 人件費

技師(C)
 人 7.50 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　4号 報告書作成(初回点検) 単価表 （         10     ）

主任技師
 人 0.50 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容： 

技師(B)
 人 0.90 人件費

技師(A)
 人 0.50 人件費

技術員
 人 1.40 人件費

技師(C)
 人 0.90 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　5号 計画準備(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

主任技師
 人 2.30 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容： 

技師(B)
 人 2.70 人件費

技師(A)
 人 1.40 人件費

技術員
 人 2.40 人件費

技師(C)
 人 3.80 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　6号 現地点検(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 2.70 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容：4mを超え5m以下

技術員
 人 2.70 人件費

技師(C)
 人 2.70 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　7号 現地点検(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 3.40 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容：5mを超え10m以下

技術員
 人 3.40 人件費

技師(C)
 人 3.20 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　8号 現地点検(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 3.80 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容：10mを超え15m以下

技術員
 人 3.80 人件費

技師(C)
 人 3.70 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　9号 現地点検(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 4.30 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容：15mを超え20m以下

技術員
 人 4.40 人件費

技師(C)
 人 4.40 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　10号 現地点検(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 5.20 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容：20mを超え30m以下

技術員
 人 5.40 人件費

技師(C)
 人 5.30 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）
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単価表　第　11号 現地点検(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(B)
 人 7.30 人件費

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容：30mを超え50m以下

技術員
 人 7.50 人件費

技師(C)
 人 7.40 人件費

  
     

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）

  
     

  
     

  
     

  
     



名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 橋 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　12号 報告書作成(2巡目以降) 単価表 （         10     ）

技師(A)
 人 0.40 人件費

主任技師
 人 0.40 人件費

技師(C)
 人 0.90 人件費

技師(B)
 人 0.90 人件費

（          1    橋　当り 　　）

（         10    橋　当り 　　）

技術員
 人 1.30 人件費

  
     

  
     

  
     



1 日 当り
金額： 内容： 
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単価表　第　13号 橋梁点検車 単価表 （          1     ）

（          1    日　当り 　　）

橋梁点検車
BT-200同等
長期割引なし､ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き､燃料費含む

日 1.4  

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     



 P. 34

単価表　第　14号 交通誘導警備員 単価表 （          1     ）

交通誘導警備員B
 人 1.0  

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

1 人 当り
金額： 内容：交通誘導警備員B

  
     

*** 施工条件 ***
    計上区分                          ：交通誘導警備員B
    勤務時間帯                        ：昼間勤務

（          1    人　当り 　　）
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諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日 令和 8年 6月 1日

単価適用地区 中央西土木事務所　２地区(中部地区)

■森林整備計画作成等業務  

　　業務委託料の積算 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄに委託する場合

　　電子成果品作成費 計上しない

　　まるめ区分 万円まるめ（業務価格100万円以上）



2026

個別施設計画一覧表（橋梁）

1 5 ヲヲカゲ線 第２種 第３級 大影橋 仁淀川町用居 290m 1981年 45年 RC橋 T桁 道示(S55) 2等橋(14t) 河川 13.5m 4.7m(4.0m) RC　T桁 逆T式橋台 - -

2 5 ヲヲカゲ線 第２種 第３級 第１無名橋 仁淀川町用居 2241m 1996年 30年 鋼橋 H桁（耐） 道示(H2) 2等橋(14t) 河川 20.0m 4.2m(3.0m) H形鋼 重力式橋台 － -

3 2 舟形線 第２種 第２級 川向橋 仁淀川町用居 0m 1983年 43年 鋼橋 H桁 道示(S55) 2等橋(14t) 河川 15.5m 6.0m(5.0m) H形鋼（合成） 逆T式橋台 - -

4 15 下土居桧谷線 第２種 第２級 マサキ谷橋 仁淀川町用居 8700m 1997年 29年 鋼橋 H桁 道示(H6) A活荷重 河川 14.0m 6.7m(5.5m) H形鋼（合成） 重力式橋台 - -

5 15 下土居桧谷線 第２種 第２級 葛原橋 仁淀川町竹ノ谷 2200m 1996年 30年 鋼橋 H桁（耐） 道示(H2) 1等橋(20t) 河川 21.0m 6.5m(5.3m) H形鋼（合成） 重力式橋台 - -

6 14 成川樫山線 第２種 第２級 成川余能橋 仁淀川町成川 5m 1975年 51年 鋼橋 H桁 道示(S48) 2等橋(14t) 河川 28.5m 4.6m(4.0m) H形鋼（合成） 控え壁式橋台　逆T式橋台 － -

7 14 成川樫山線 第２種 第２級 西谷橋 仁淀川町成川 73m 1976年 50年 PC橋 I桁床板 PC道路橋示方書(S43) 2等橋(14t) 河川 13.6m 6.3m(5.5m) プレテン床版 逆T式橋台 - -

8 14 成川樫山線 第２種 第２級 マト谷橋 仁淀川町成川 750m 1978年 48年 RC橋 T桁 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 河川 10.5m 4.8m(4.0m) RC　T桁 逆T式橋台 － -

9 14 成川樫山線 第２種 第２級 田元橋 仁淀川町成川 900m 1978年 48年 RC橋 床版 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 河川 8.55m 6.3m(5.5m) RC床版橋（その他） 逆T式橋台 － -

10 14 成川樫山線 第２種 第２級 シウチ橋 仁淀川町成川 1400m 1991年 35年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 6.7m 8.4m(7.6m) RC床版橋（その他） 逆T式橋台 － -

11 14 成川樫山線 第２種 第２級 大屋妙谷橋 仁淀川町大屋 4200m 1999年 27年 鋼橋 I桁（耐） 道示(H8) A活荷重 斜面 23.3m 5.2m(4.0m) Ｉ桁（合成） 逆T式橋台 － -

12 21 久保吉ヶ成線 第２種 第３級 第２無名橋 仁淀川町吉ヶ成 650m 1986年 40年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 8.15m 4.4m(4.0m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 - -

13 21 久保吉ヶ成線 第２種 第３級 第１無名橋 仁淀川町吉ヶ成 5m 1987年 39年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 7.0m 4.3m(3.9m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 - -

14 24 明戸岩岩柄線 第２種 第３級 第１無名橋 仁淀川町明戸岩 30m 1996年 30年 RC橋 床版 道示(H6) A活荷重 河川 7.6m 4.4m(3.2m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 － -

15 24 明戸岩岩柄線 第２種 第３級 第２無名橋 仁淀川町明戸岩 460m 1996年 30年 RC橋 床版 道示(H6) A活荷重 河川 7.5m 4.2m(3.0m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 - -

16 13 上名・用居線 第２種 第１級 アスヤマ橋 仁淀川町寄合 － 1977年 49年 鋼橋 H桁 道示(S48) 1等橋(20t) 斜面 21.5m 8.2m(7.0m) H形鋼（合成） 重力式橋台 - -

17 2 奥谷線 第２種 第３級 槇ノ谷橋 仁淀川町上名野川 4400m 1988年 38年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 8.5m 3.8m(3.0m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 － －

18 8 横倉長者線 第２種 第２級 加枝ヶ谷橋 仁淀川町加枝 0m 1987年 39年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 8.55ｍ 6.5m(5.7m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 － －

19 8 横倉長者線 第２種 第２級 大柱橋 仁淀川町相能 7100m 1967年 59年 RC橋 T桁 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 斜面 12.7m 4.0m(3.6m) RC橋T桁 逆T式橋台、その他(橋台) － －

20 8 横倉長者線 第２種 第２級 中山橋 仁淀川町相能 7113m 1967年 59年 RC橋 床版 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 斜面 6.8m 4.0m(3.6m) RC床版橋（その他） その他(橋台)、重力式橋台 － －

21 8 横倉長者線 第２種 第２級 久喜橋 仁淀川町久喜 8000m 1964年 62年 RC橋 床版 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 河川 4.4m 3.8m(3.7m) RC床版橋（その他） 逆T式橋台 － －

22 8 横倉長者線 第２種 第２級 上久喜橋 仁淀川町久喜 9800m 1969年 57年 RC橋 T桁 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 河川 11.5m 6.9m(6.2m) RC　T桁 逆T式橋台 － －

23 14 一ヶ谷線 第２種 第３級 一ヶ谷1号橋 仁淀川町久喜 1298m 1982年 44年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 4.4m 4.8m(4.0m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 － －

24 14 一ヶ谷線 第２種 第３級 一ヶ谷2号橋 仁淀川町久喜 1361m 1982年 44年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 5.45m 4.8m(4.0m) RC床版橋（その他） 重力式橋台 － －

25 18 相名川線 第２種 第３級 コヅミ橋 仁淀川町久喜 546m 1994年 32年 鋼橋 H桁（耐） 道示(H2) 2等橋(14t) 河川 17.0m 4.2m(3.0m) H形鋼（合成） 逆T式橋台 － －

26 47 上名・用居線 第２種 第１級 マルヤマ橋 仁淀川町上名野川 2640m 2014年 12年 鋼橋 I桁 道示(H14) A活荷重 河川 21.5m 8.2m(7.0m) Ⅰ桁（非合成） 重力式橋台 － －

27 47 上名・用居線 第２種 第１級 ナガサキ橋 仁淀川町上名野川 2725m 2024年 2年 鋼橋 Ｉ桁 道示(H24) A活荷重 河川 24.5m 8.2m(7.0m) Ⅰ桁（鋼単純合成） 逆Ｔ式橋台 - -

28 11 横倉長者線 第２種 第２級 水多留橋 仁淀川町川渡 9671m 1996年 30年 鋼橋 H桁（耐） 道示(H2) 1等橋(20t) 谷山川 14.0m（13.5m） 6.7m(5.5m) H形鋼(合成) 重力式橋台 － －

29 11 横倉長者線 第２種 第２級 木半夏橋 仁淀川町長者 5730m 1990年 36年 RC橋 床版 道示(S53) 2等橋(14t) 木半夏谷川 9.5ｍ（9.0ｍ） 5.8ｍ（5.0ｍ） RC床版橋（その他） 重力式橋台 － －

30 35 片平松線 第２種 第３級 無名橋 仁淀川町高瀬 0m 1992年 34年 RC橋 T桁 道示(H2) 2等橋(14t) 河川 9.4ｍ（8.9ｍ） 4.8ｍ（4.0ｍ） RC　T桁 逆T式橋台、重力式橋台 － －

31 35 片平松線 第２種 第３級 丸岩橋 仁淀川町高瀬 50m 1996年 30年 鋼橋 H桁（耐） 道示(H2) 2等橋(14t) 西谷川 11.0ｍ（10.5ｍ） 4.7ｍ（3.5ｍ） H形鋼(合成) 逆T式橋台 － －

32 33 実間線 第２種 第３級 無名橋 仁淀川町長者 330m 1997年 29年 RC橋 床版橋 道示(H6) A活荷重 河川 10.7ｍ（10.2ｍ） 4.8ｍ（3.6ｍ） RC床版橋(その他) 逆T式橋台 － －

33 29 旭・天狗高原線 第２種 第１級 岩屋川橋 仁淀川町別枝 1930m 1986年 40年 鋼橋 I桁 道示(S55) 1等橋(TL-20) 岩屋川 34.7ｍ（34.2ｍ） 8.2ｍ（7.0ｍ） I桁(合成) 逆T式橋台 － －

34 29 旭・天狗高原線 第２種 第１級 芋生野橋 仁淀川町別枝 3030m 1989年 37年 鋼橋 I桁 道示(S55) 1等橋(TL-20) 岩屋川 49.7ｍ（49.2ｍ） 8.2ｍ（7.0ｍ） I桁(合成) 逆T式橋台 － －

35 29 旭・天狗高原線 第２種 第１級 大引割橋 仁淀川町別枝 4230m 1994年 32年 鋼橋 I桁 道示(H2) 1等橋(TL-20) 岩屋川 37.5ｍ（37.0ｍ） 8.2ｍ（7.0ｍ） I桁(合成) 逆T式橋台 － －

36 29 旭・天狗高原線 第２種 第１級 都橋 仁淀川町別枝 4590m 2002年 24年 鋼橋 I桁（耐） 道示(H8) A活荷重 岩屋川 26.7ｍ（26.2ｍ） 10.2ｍ（9.0ｍ） I桁(不明) 逆T式橋台 － －

37 38 日比原烏出線 第２種 第３級 第1無名橋 仁淀川町別枝 480ｍ 1997年 29年 RC橋 床版 道示(H8) A活荷重 河川 8.5ｍ（8.0ｍ） 4.9ｍ（3.7ｍ） RC床版橋(その他) 重力式橋台 － －

38 38 日比原烏出線 第２種 第３級 第2無名橋 仁淀川町別枝 830ｍ 1998年 28年 RC橋 床版 道示(H8) A活荷重 河川 10.7ｍ（10.2ｍ） 5.0ｍ（3.8ｍ） RC床版橋(その他) 重力式橋台 － －

39 28 大引割線 第２種 第２級 大引割橋 仁淀川町別枝 800ｍ 1990年 36年 RC橋 T桁 道示(S53) 2等橋(14t) 白ザレ川 14.6ｍ（14.1ｍ） 5.8ｍ（5.0ｍ） RC　T桁 重力式橋台 － －

40 39 泉大植線 第２種 第２級 西泉橋 仁淀川町大植 930ｍ 1990年 36年 鋼橋 H桁（耐） 道示(H8) A活荷重 泉川谷川 16.0ｍ（15.5ｍ） 6.95ｍ（5.75ｍ） H形鋼(合成) 逆T式橋台 － －

41 12 宮ケ谷線 第２種 第２級 宮谷橋 仁淀川町大植 0m 1980年 46年 鋼橋 H桁（耐） 道示(S48) 2等橋(14t) 長者川 23.5ｍ（23.0ｍ） 5.0ｍ（4.0ｍ） H形鋼(合成) 重力式橋台 － －

42 13 太郎田線 第２種 第３級 無名橋 仁淀川町大植 100ｍ 1976年 50年 RC橋 T桁 RC道路橋設計示方書(S39) 2等橋(14t) 河川 11.5m 3.7ｍ（3.0ｍ） RC T桁 重力式橋台 － －

43 25 シデ原線 第２種 第３級 無名橋 仁淀川町大植 70m 1988年 38年 RC橋 T桁 道示(S53) 2等橋(14t) 河川 13.5ｍ（13.0ｍ） 4.3ｍ（3.6ｍ） RC　T桁 重力式橋台 － －

44 47 立ケ谷線 第２種 第３級 たてがたに橋 仁淀川町長者 50ｍ 1965年 61年 鋼橋 H桁 溶接鋼道路橋示方書(S39) 2等橋(14t) 河川 13.4ｍ 3.7ｍ(3.0m) H形鋼(不明) 重力式橋台 － －

橋脚工
型式

海岸から
の距離
（km）

橋下
条件

橋長
（m）

幅員
（m）

上部工型式 橋台工型式
個別施設
整理番号

林道台帳
索引番号

路線名
林道種類
及び区分

橋梁名 所在地
起点から
の距離

建設
年度

供用
年数

種別 型式
道路橋
示方書

橋格
（設計荷重）



橋梁位置図

(点検未実施)

(点検未実施)

(旧池川町)

12.第2無名橋

13.第1無名橋6.成川余能橋

7.西谷橋

8.マト谷橋

9.田元橋

10.シウチ橋

11.大屋妙谷橋

5.葛原橋

4.マサキ谷橋

16.アスヤマ橋

2.第1無名橋

1.大影橋

3.川向橋

14.第1無名橋

15.第2無名橋



橋梁位置図
(旧吾川村)

22.上久喜橋

25.コヅミ橋

23.一ヶ谷1号橋

24.一ヶ谷2号橋

18.加枝ヶ谷橋

21.久喜橋

20.中山橋

19.大柱橋

17.槇ノ谷橋

26.マルヤマ橋

27.ナガサキ橋
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(旧仁淀村)

28.水多留橋

29.木半夏橋

32.無名橋

30.無名橋

31.丸岩橋

44.たてがたに橋

41.宮谷橋

43.無名橋42.無名橋

40.西泉橋

39.大引割橋

38.第2無名橋

37.第1無名橋

35.大引割橋

36.都橋

34.芋生野橋

33.岩屋川橋


